
１ 台風が近づいているとき（パターン①、②）

臨時休所になります。

園児の安全のため保護者の方は、
速やかにお迎えをお願いします。

２ 台風が離れていくとき（パターン③〜⑦）
※暴風警報の解除、または町の区域において路線バスの運行開始のいずれか早い時刻を基準とします。

保育所の受入れ 給食について

通常通り
給食あり

一部献立変更有

給食あり
一部献立変更有

給食なし
※弁当持参

給食なし
※食事を済ませて登所

終日休所

3 保育所の状況を知りたいとき
保育所への電話でのお問い合わせは、台風対策や復旧作業の遅れにつながり保育に支障をきたすことがあります。
保育所の状況等は町ホームページ及び町公式LINEにてお知らせする予定です。お電話の前にご確認ください。
また、事前に嘉手納町公式タイムラインの登録をお願いします。

午後３時までに
解除または運行再開されなかった場合

台風時の嘉手納町公立保育所における対応について

 台風来襲時における公立保育所の対応について、保護者の皆様にお知らせします。
ご理解ご協力をお願いいたします。

午前７時前に
解除または運行再開

暴風警報の解除時刻、または路線
バス運行再開時刻のいずれか早い
時間のおおむね１時間後より受入
れ。
職員の出勤、子どもたちを安全に受け入れ
るため、施設の安全確認及び復旧作業の時
間を要します。

午前７時〜１１時前に
解除または運行再開

午前１１時〜午後３時前に
解除または運行再開

  午前７時前に・・・
  暴風警報が発令され、または路線バスが運行休止の場合

  保育中に・・・
  ア 嘉手納幼小・屋良幼小・嘉手納中学校が休校となる場合
  イ ３時間以内に暴風域に入ると予測される場合
  ウ １時間以内に町の区域において路線バスが停止される場合

※基準時刻

午前６時半前に
解除または運行再開 通常通り（７時半開所）

暴風警報の解除時刻、または
路線バス運行再開時刻の

いずれか早い時刻の
おおむね１時間後より受入

ア〜ウのいず
れか早い時間
をもって休所
となります。

早めの登録お願いします！①

②

③

④

⑤

⑥

⑦


